
庁舎への自動販売機設置に係る市有財産の貸付事業仕様書 

 

１  貸付目的   

市有財産の有効活用及び歳入確保を目的として、自動販売機を設置すること

を条件に、府中市役所本庁舎の土地を貸し付ける。  

 

２  設置場所及び台数（添付図面を参照してください。）  

物件  

番号  
貸付場所・区分  貸付面積  設置台数  

１  

府中市府川町３１５番地  

府中市本庁舎正面玄関付近  

屋外・屋根無  

２．５㎡  

（幅２．５ｍ×奥行１ｍ） 

少なくとも  

１台  

２  

府中市府川町３１５番地  

府中市本庁舎北出入口付近  

屋外・屋根有  

３㎡  

（幅３ｍ×奥行１ｍ）  

少なくとも  

１台  

※１  貸付面積には放熱余地、回収ボックス設置部分を含む。設置台数は物件

番号ごとに少なくとも１台とし、貸付面積の範囲内で設置できるのであれ

ば、協議の上で複数台設置することを可能とする。  

※２  貸付する物件は、飲料用自動販売機（酒類・ノンアルコール類不可）の

設置以外の用途で使用することはできない。  

※３  入札申込にあたっては、現地の現況等を確認し申し込むこと。  

※４  別途自動販売機設置事業者は副メータ（自社設置）を設置し、市が計測し

発行する納入通知書により指定期日までに自販機の電気料を収めること。  

※５  販売価格は、標準販売価格以下とすること。  

※６  売上本数は次のとおり。  

物件  

番号  
令和３年度  令和４年度  令和５年度  令和６年度  備考  

１  4,953 本  4,607 本  4,293 本  3,265 本  自販機２台分実績  

２  15,829 本  14,463 本  12,823 本  11,017 本  自販機１台分実績  

 

３  貸付料及び電気料  

（１）貸付料は、落札価格に 10 パーセントの消費税及び地方消費税を加えた額とす

る。ただし、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、改正以降に

おける貸付料に含まれる消費税等は変動後の税率により計算する。貸付料は年度



当初に年額を指定期日までに一括で納入すること。  

 

（２）電気料は自動販売機設置事業者が設置する副メータ（自社設置）を利用し

て、市が計測し、発行する納入通知書により指定期日までに電気料を収めるこ

と。電気料は月末締め翌々月払いとする。  

  電気料＝副メータにより計測した電力使用量×電力量料金（燃料費等調整額、

再生可能エネルギー発電促進賦課金を含む。）  

月額（１円未満切捨て）、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。  

 

４  貸付期間   

令和７年４月１日から令和８年３月３１日  

※  貸付期間満了の日までに、契約内容の変更等に関し、特段に意思表示をし

ない場合には、その翌日から更に１年間契約を更新するものとする。ただ

し、貸付期間は５年を超えないものとする。  

 

５  貸付に係る条件  

（１）商品  

ア  販売可能商品及び価格  

お茶、水、炭酸飲料、コーヒー、紅茶、ジュース類等の缶、びん、ペッ

トボトル等密閉式の容器入りの清涼飲料水類（酒類・ノンアルコールビー

ル等不可）とし、販売価格は、標準販売価格以下とすること。  

（２）自動販売機  

ア  デザイン  

自動販売機のデザイン（外観色を含む。）は、周辺環境に配慮するなど、

可能な限りユニバーサルデザインに配慮したデザインとすること。  

イ  環境対策  

自動販売機の機種は、省エネ対応とし、「照明の自動点滅・減光」、いわ

ゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポ

ンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする

こと。また、ノンフロン対応とした機種等に努めるものとすること。  

ウ  安全対策  

（ア）転倒防止  

「自動販売機の据付基準」（ JIS 規格）及び「自動販売機据付基準マ

ニュアル」（日本自動販売機工業会作成）を遵守した措置を講じること。  

（イ）食品衛生  



「食品、添加物等の規格基準」（食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 

号））、「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」（業界自主基準）

等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとすること。また、

商品販売に必要な営業許可を受けること。  

エ  防犯対策  

（ア）硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又

は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとすること。  

（イ）「自販機堅牢化技術基準」（日本自動販売機工業会作成）を遵守し、犯

罪防止に努めるものとすること。  

オ  使用済み容器の回収  

回収ボックスは、貸付面積内に設置すること。また、回収ボックスの設

置は、原則、自動販売機１台に１個の割合で自動販売機脇（貸付面積内）

に設置し、定期的に回収すること。  

（ア）素材は、プラスチック製又は金属製とすること。  

（イ）容積は、回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶、ペッ

トボトル等の使用済容器が溢れたり、周囲に散乱しない十分な収容容積

とすること。  

（ウ）使用済容器の処理は、容器包装リサイクル法に係る分別収集及び再商

品化の促進等に関する法律（平成７年法律第１１２号）など、関係法令

に基づいて適切に処理すること。また、使用済容器以外の投入を禁止す

る旨の表示をするほか、使用済容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにく

い形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済容器

と一般ゴミの混入防止を図ること。  

  カ  特記仕様  

（ア）設置する自動販売機の機種は、現金を使用可能な機種とすること。ま

た、電子決済方式（電子マネーなど）が２種類以上使用可能な機器を搭

載すること。  

ただし、必要な機器の費用及び手続き等に係る諸費用等は、すべて自

動販売機設置事業者の負担とする。       

（イ）設置する自動販売機の内、１台以上は災害等の停電時において人的操

作により商品の取り出しができる（バッテリー内蔵型、手回し発電式、

ワイヤー式など）機能を有すること。       

キ  その他  

（ア）自動販売機設置事業者において、商品の補充及び変更、賞味期限の確

認、売上金の回収及び釣銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置



場所周辺の清掃などを行うこと。  

（イ）自動販売機設置事業者において、賞味期限の確認など、安定した高品

質の商品を提供するための品質保証活動を行うこと。  

（ウ）自動販売機設置事業者において、専門技術サービス員による保守業務

を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応すること。  

 （３）費用負担等  

ア  自動販売機に係る電気料は、自動販売機設置業者の責任において、使用

料を計測するための副メータを設置すること。（メーター設置費用及び計

量法（平成４年法律第５０号）に基づく取り替えの費用も設置業者の負担

とする。）副メータの設置が難しい場合は、府中市と協議し電気料を決定

するものとする。  

イ  管理・運営  

（ア）自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、自動販売機設置

事業者が負担する。  

（イ）建物（天井・壁・床）に府中市で設置した機器等について、小破修繕

及び自動販売機設置事業者の責めに帰する修繕は、原則として自動販売

機設置事業者の負担とする。契約期間が満了したとき又は契約が解除さ

れたときにおいて、自動販売機設置事業者自らが投じた有益費及び必要

費があっても、自動販売機設置事業者はこれらを一切府中市に請求する

ことができない。  

（ウ）その他修繕の負担で疑義等が生じた場合は、府中市と自動販売機設置

事業者が協議するものとする。  

ウ  貸付場所の返還  

自動販売機設置事業者は、契約の解除等により自動販売機を撤去する場

合は、原状に回復し、府中市の確認を受けること。  

エ  自動販売機設置に伴う事故  

府中市の責めに帰する事由による場合を除き、自動販売機設置事業者が

その責めを負う。  

オ  商品等の盗難及び破損  

（ア）府中市の責めに帰することが明らかな場合を除き、府中市はその責め

を負わない。  

（イ）自動販売機設置事業者は、商品及び自動販売機が破損又は損傷したと

きは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。  

 

 



６  使用用途の指定等  

（１）使用用途の指定  

貸付物件は、自動販売機の設置のみに使用するものとする。  

（２）使用用途以外の利用等  

ア  指定した用途以外に貸付物件を使用することは認めない。  

イ  設置した自動販売機を中止又は撤退する場合は、事前に府中市の承諾を

必要とする。  

ウ  施設は善良な管理者としての注意をもって維持保全に努めなければな

らない。  

エ  その他府中市の規則等により定められた使用制限等を遵守しなければ

ならない。  

（３）営業上の注意  

ア  営業許可の申請  

食品衛生法に基づく営業許可の申請、その他法令が定める諸官庁への申

請・届出等については、すべて自動販売機設置事業者の責任と負担で実施

すること。  

イ  必要な資格等  

自動販売機設置等に係る運営に当たり、必要となる資格又は資格者は、

すべて自動販売機設置事業者の責任と負担で対応すること。  

ウ  衛生管理  

自動販売機設置事業者は、自動販売機設置に関する衛生管理に十分注意

を払うとともに、食品衛生上の問題については、すべて自動販売機設置事

業者の責任と負担において対処すること。  

エ  施設等の管理に係る法定点検等の実施・協力  

府中市が行う電気設備等の法定点検等（絶縁測定等）に関し、自動販売

機設置事業者は協力すること。また、自動販売機設置事業者は日ごろから

衛生管理等に努め、必要な点検等を自動販売機設置事業者において、実施

すること。  

（４）再委託等の制限  

自動販売機設置事業者は、本業務を第三者に委託し、又は請け負わせて

はならない。ただし、事前に書面により府中市の承認を受けた場合は、こ

の限りではない。  

（５）譲渡又は転貸の禁止  

自動販売機設置事業者は、自動販売機の設置に係る一切の権利又は義務  

を第三者に譲渡し、貸し付け又は承継させてはならない。また、その権利



を担保に供してはならない。  

（６）搬入・搬出等  

自動販売機設置事業者は、関係法規及び府中市の施設管理者等が定める

規定を遵守し、荷物の搬入・搬出・運搬等を行うこと。  

（７）保険  

自動販売機設置事業者は、食中毒等に係る賠償責任保険に加入するなど、

自動販売機により発生した食中毒等に対して、すべて自動販売機設置事業

者の責任と負担において対処すること。  

（８）営業の報告  

自動販売機設置事業者は、毎年度末に、本業務について、業務ごとの毎

月の売上本数、毎月の売上額及び年間の収支状況を府中市に報告すること。 

（９）連絡体制  

通常時及び緊急時の連絡体制及び連絡先を府中市に報告すること。  

（ 10）清掃、ゴミ処理  

自動販売機設置事業者は、常に自動販売機の周辺等を清掃し、清潔に保

ち、空き缶・空き瓶等については、関係法令を遵守し、適切に処理するこ

と。また、自動販売機設置により発生したゴミの処分に係る一切の費用は

自動販売機設置事業者の負担とする。  

（ 11）打合せ等  

自動販売機設置事業者は、業務の遂行に当たり、必要に応じて府中市と

打合せを行うものとする。  

（ 12）情報の適正な管理  

自動販売機設置事業者 (再委託をした場合は再委託先を含む。)は、本業

務を通じて知り得た情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供し

てはならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失、き損

の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

契約終了後もまた同様とする。  

（ 13）個人情報の保護  

自動販売機設置事業者 (再委託をした場合は再委託先を含む。)は、本業

務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法

律（平成 15 年法律第 57 号）を遵守するものとする。  

（ 14）業務の履行に関する措置  

府中市は本業務 (再委託した場合を含む。)を履行するに当たって、著し

く不適当と認められるときは、自動販売機設置事業者に対して、その理由

を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを要求する。自動販売



機設置事業者は、上記要求があったときは、当該要求に係る事項について

対応措置を決定し、府中市の指示に従い、必要な措置を講じるものとする。 

（ 15）契約終了時の自動販売機設置業務等の引継ぎ  

自動販売機設置事業者は、本業務が終了したときは、速やかに施設の原

状回復を行い、府中市に対して円滑な施設等の引渡しを行うものとする。 

 

７  貸付料等の請求及び支払い。  

（１）貸付料及び電気料を請求するものとする。  

（２）自動販売機設置事業者は、府中市の発行する納入通知書により、貸付料等

を府中市に支払わなければならない。ただし、当該年度の納期限前までに賃

貸借期間が終了（解除を含む。）した場合は、府中市の指定する日までに支

払うものとする。  

（３）契約締結後、貸付料等の支払が指定期日までに行われなかった場合には、

延滞料の支払を申し受けるとともに、契約を解除することがあるので注意

すること。  

（４）貸付料等を指定期日までに支払わないときは、その翌日から納入の日ま

での日数に応じ、その延滞した金額につき政府契約の支払遅延防止等に関

する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項の規定により財務大臣が

決定した率で計算した金額を遅延利息として府中市に支払うこと。  

また、契約締結後、貸付料等の支払いが指定期日までに行われなかった

場合には、契約を解除する場合があるので注意すること。  

（５）納付済みの貸付料等は原則返還しない。  

（６）貸付期間中において、経済情勢の著しい変動その他やむを得ない理由によ

り貸付料等を改定する必要が生じたときには、甲と乙が協議の上、その額を

定めるものとする。  

 

８  解除通知  

自動販売機設置事業者が貸付料等を滞納した場合、或いは府中市の貸付条件

等に違反した場合は、相当の期間を定めて、催告の上、契約を解除するものと

する。  

 

  



９  原状回復  

自動販売機設置事業者は、貸付期間が満了したとき、又は契約が解除された

ときは貸付物件を原状に回復して府中市の指定する期日までに返還しなけれ

ばならない。原状回復にかかった費用については、自動販売機設置事業者の負

担とする。  

 

10 保険  

自動販売機設置事業者は、火災等に係る借家人賠償保険に加入するなど、自

動販売機により発生した火災等に対して、すべて自動販売機設置事業者の責任

と負担において対処するものとする。  

 

11 その他  

この仕様書の定めのほか、事業の実施に関し疑義があるとき、又は使用につ

いて疑義が生じたときは双方協議の上、解決するものとする。  

 


